
唐
招
提
寺
創
建
時
の
伽
藍
に
つ
い
て

講
堂
下
層
三
期
遺
構
を
中
心
に

岡
田
雅
彦

は
じ
め
に

唐
招
提
寺
は
、
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
に
鑑
真
和
上
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
私
立
の
寺
院
で
あ
る
。
没
官
地
と
な
っ
て
い
た
右
京
五

条
二
坊
九
・
十
・
十
五
・
十
六
坪
が
鑑
真
和
上
に
下
賜
さ
れ
、
唐
招
提
寺
が
創
建
さ
れ
た
。
こ
の
下
賜
さ
れ
た
土
地
は
、『
招
堤
寺
建
立
縁

起
』（
以
下
『
建
立
縁
起
』
と
す
る
）
等
に
よ
る
と
、
本
来
は
天
武
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
新
田
部
親
王
の
邸
宅
で
あ
っ
た
と
記
載
さ
れ
る
。
新

田
部
親
王
は
天
平
七
年
（
七
三
五
）
に
亡
く
な
る
が
、
そ
の
土
地
は
、
塩
焼
王
と
道
祖
王
の
二
人
の
息
子
に
相
続
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
没
官
地
と
な
っ
た
時
期
は
、
道
祖
王
が
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
に
連
座
し
た
際
に
、
右
京
の
宅
を
囲
ま
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
に
没
官
地
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

唐
招
提
寺
は
、
土
地
が
下
賜
さ
れ
て
か
ら
年
数
が
経
過
し
て
も
、
伽
藍
は
完
成
し
な
か
っ
た
。
現
在
で
は
、
鑑
真
和
上
が
亡
く
な
る
天
平

宝
字
七
年
（
七
六
三
）
ま
で
に
は
、
講
堂
、
食
堂
、
羂
索
堂
、
東
西
僧
房
の
一
部
な
ど
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
野
二
〇
一
一
）。

一
方
、
金
堂
は
鑑
真
和
上
が
亡
く
な
っ
た
後
の
天
応
元
年
（
七
八
一
）
以
降
に
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
、
金
堂
解
体
修
理
の
際
に
お
こ
な
っ
た

垂
木
材
の
年
輪
年
代
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
（
奈
良
県
二
〇
一
〇
）。

伽
藍
の
完
成
は
、『
建
立
縁
起
』
に
よ
る
と
、
平
城
上
皇
の
勅
に
よ
り
東
塔
と
金
堂
回
廊
が
造
営
さ
れ
た
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
以
降
で
あ

る
。
伽
藍
の
完
成
が
遅
れ
た
背
景
に
は
、
他
の
寺
院
と
は
異
な
り
官
や
有
力
氏
族
の
建
立
で
は
な
く
、
堂
塔
を
造
営
す
る
際
の
経
済
的
な
地
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盤
が
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。『
建
立
縁
起
』
に
よ
る
と
、
講
堂
は
平
城
宮
朝
集
殿
、
金
堂
回
廊
は
王
宮
か
ら
移
建
さ
れ
、
食
堂
は
藤
原

仲
麻
呂
、
僧
房
は
藤
原
清
河
家
等
、
東
塔
は
平
城
上
皇
か
ら
施
入
さ
れ
、
経
蔵
・
宝
蔵
は
新
田
部
親
王
邸
の
も
の
を
使
用
し
な
が
ら
徐
々
に

伽
藍
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
唐
招
提
寺
の
現
在
の
姿
は
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
以
降
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
創
建
当
初
の

姿
は
現
在
と
は
異
な
る
姿
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

筆
者
は
、
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
〜
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
の
三
年
間
、
史
跡
唐
招
提
寺
旧
境
内
に
お
け
る
緊
急
防
災
施
設
改
修

事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
を
担
当
し
た
（
唐
招
提
寺
二
〇
一
七
）。
そ
の
際
に
、
従
来
唐
招
提
寺
創
建
以
前
の
遺
構
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
一
部

に
は
、
創
建
直
後
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
特
に
講
堂
や
東
室(1)の
解
体
修
理
の
際
や
、
講
堂
周
辺
の
発

掘
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
る
遺
構
（
講
堂
修
理
報
告
の
三
期
遺
構
。
以
下
、
三
期
遺
構
と
す
る
）
は
、
切
り
合
い
関
係
か
ら
講
堂
・
東
室
・
西
室

造
営
直
前
の
遺
構
で
あ
り
、
唐
招
提
寺
創
建
時
の
姿
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
遺
構
と
い
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
講
堂
等

の
造
営
直
前
の
遺
構
で
あ
る
三
期
遺
構
を
中
心
に
、
唐
招
提
寺
創
建
時
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

一

三
期
遺
構
に
つ
い
て

発
掘
調
査
に
お
い
て
唐
招
提
寺
創
建
以
前
と
さ
れ
る
遺
構
は
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
確
実
に
三
期
遺
構
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

に
は
、
建
物
1
、
東
西
大
溝
1
、
溝
1
〜
8
、
Ｓ
Ｄ
11
が
あ
る
。

建
物
1

講
堂
中
央
北
半
部
で
確
認
さ
れ
た
版
築
基
壇
建
物
で
あ
る
。
基
壇
の
東
西
端
前
方
に
は
、
塼
列
が
一
段
分
検
出
さ
れ
た
た
め
、

基
壇
の
東
西
幅
は
二
〇
・
五
ｍ
で
あ
る
。
基
壇
北
側
は
講
堂
造
営
時
に
削
り
取
ら
れ
、
建
物
1
基
壇
の
東
西
と
南
に
基
壇
を
継
ぎ
足
す
形
で

講
堂
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
建
物
1
の
中
軸
線
は
唐
招
提
寺
の
伽
藍
中
軸
線
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

礎
石
据
え
付
け
痕
跡
か
ら
、
建
物
規
模
は
桁
行
五
間
・
梁
行
二
間
以
上
で
あ
る
が
、
建
物
1
北
側
は
斜
面
地
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
梁
行

は
二
間
で
あ
ろ
う
。
礎
石
据
え
付
け
痕
跡
は
建
物
中
央
に
な
く
総
柱
と
は
な
ら
な
い
。
柱
間
は
桁
行
が
天
平
尺
で
一
二
尺
（
三
・
四
八
ｍ
）、
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梁
行
が
一
〇
尺
（
二
・
九
七
ｍ
）
で
あ
る
。

積
土
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
基
壇
の
東
側
で
築
地
の
隅
石
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
基
壇
南
東
部
の
雨
落

ち
溝
（
溝
8
）
が
冂
状
と
な
る
こ
と
か
ら
基
壇
の
東
西
に
は
溝
3
〜
6
の
南
に
沿
っ
て
築
地
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
（
奈
良
県
一
九
七

二
）。東

西
大
溝
1

講
堂
・
西
室
の
下
で
確
認
さ
れ
た
二
期
か
ら
継
続
す
る
東
西
方
向
の
素
掘
り
の
大
溝
で
あ
る
。
後
述
す
る
溝
1
・
4
・

5
・
7
の
排
水
を
受
け
て
い
る
。
溝
埋
土
は
大
き
く
上
層
と
下
層
に
分
け
ら
れ
る
。
上
層
は
砂
と
粘
質
土
の
混
合
層
、
下
層
は
砂
層
で
大
量

の
土
器
・
瓦
が
出
土
し
た
。
上
層
は
講
堂
・
東
室
・
西
室
の
い
ず
れ
か
を
造
営
す
る
際
に
埋
め
立
て
た
層
の
可
能
性
が
高
い
。

講
堂
西
側
の
発
掘
調
査
で
は
土
器
は
八
世
紀
後
半
の
も
の
、
瓦
は
平
城
宮
瓦
編
年
Ⅱ

2
期
（
天
平
元
年
〈
七
二
九
〉
〜
天
平
十
七
年
〈
七

四
五
〉）
の
重
圏
文
軒
丸
瓦
六
〇
一
二
型
式
と
重
郭
文
軒
平
瓦
六
五
七
二
型
式
（
以
下
、
型
式
を
省
略
）
の
み
が
出
土
し
た
（
唐
招
提
寺
二
〇
一

七
）。
講
堂
解
体
修
理
時
の
発
掘
調
査
で
は
、
軒
丸
瓦
は
Ⅱ

2
期
の
複
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
六
二
八
二
Ｃ
、
Ⅲ

2
期
（
天
平
勝
宝
元
年
〈
七

四
九
〉
〜
天
平
宝
字
元
年
〈
七
五
七
〉）
の
複
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
六
三
一
六
Ｇ
が
出
土
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
（
奈
良
県
一
九
七
二
）。

東
西
大
溝
1
に
切
ら
れ
る
二
期
の
溝
埋
土
か
ら
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
と
記
載
さ
れ
た
木
簡
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
三
期
の
年
代
は

天
平
十
五
年
以
降
で
あ
る
。

溝
1
〜
7

講
堂
・
東
室
の
下
で
確
認
さ
れ
た
溝
で
あ
る
。
素
掘
り
の
も
の
は
な
く
石
・
塼
・
瓦
を
用
い
て
い
る
。
溝
1
・
4
・
5
・
7

は
建
物
1
南
端
の
お
お
よ
そ
の
東
西
ラ
イ
ン
と
東
西
大
溝
1
の
間
の
み
木
樋
や
塼
を
用
い
た
暗
渠
と
な
る
。
溝
3
は
両
側
に
平
瓦
を
立
て
溝

底
に
は
塼
も
し
く
は
凝
灰
岩
切
石
を
敷
き
つ
め
た
溝
で
あ
る
が
、
溝
両
側
の
平
瓦
の
中
に
重
郭
文
軒
平
瓦
六
五
七
二
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

Ｓ
Ｄ
11

西
室
北
西
で
確
認
さ
れ
た
、
北
西
か
ら
南
東
に
流
れ
る
素
掘
り
の
溝
で
あ
る
。
南
東
の
延
長
線
上
に
西
室
が
位
置
し
て
お
り
、

東
西
大
溝
1
と
同
様
に
こ
の
溝
が
埋
没
し
な
い
と
西
室
は
造
営
で
き
な
い
。
溝
埋
土
か
ら
、
土
器
・
瓦
・
墨
書
土
器
・
木
簡
な
ど
の
遺
物
が

大
量
に
出
土
し
た
。

土
器
は
平
城
宮
Ⅲ
期
（
天
平
二
年
〈
七
三
〇
〉
〜
天
平
勝
宝
二
年
〈
七
五
〇
〉）
の
も
の
が
、
瓦
は
南
都
七
大
寺
式
Ⅰ

Ｂ
1
式
鬼
瓦
（
天
平
十
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七
年
〈
七
四
五
〉
〜
天
平
勝
宝
九
歳
〈
七
五
七
〉）
が
出
土
し
た(2)。

木
簡
に
は
貢
進
物
札
付
木
簡
が
あ
り
、「
□
□
国
□
郡
□(屋
ヵ
)

□
郷
」
と
記
載
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
天
平
十
一
〜
十
二
年
（
七
三
九
〜
七
四

〇
）
頃
に
郷
里
制
か
ら
郷
制
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
Ｓ
Ｄ
11
の
埋
没
は
そ
れ
以
降
で
あ
る
。

墨
書
土
器
に
は
「
招
提
寺
」「
大
衆
□(3)」「
佛
佛
佛
佛
」
と
記
載
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
唐
招
提
寺
創
建
時
の
寺
名
は
「
唐
律
招
提
」
で
あ

り
、
後
に
「
唐
招
提
寺
」
と
な
っ
た
。「
唐
招
提
寺
」
と
い
う
寺
名
は
、
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）「
津
高
郡
津
高
郷
人
夫
解
」
に
記
載
さ
れ
る

「
招
提
寺
」
が
一
番
古
い
事
例
で
あ
る
た
め
、
少
な
く
と
も
宝
亀
七
年
に
は
「
唐
招
提
寺
」
と
な
っ
て
い
る
。「
招
提
寺
」
の
墨
書
土
器
の
出

土
に
よ
り
唐
招
提
寺
創
建
後
も
、
こ
の
溝
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

二

三
期
遺
構
の
性
格
に
つ
い
て

講
堂
解
体
修
理
報
告
書
の
中
で
三
期
遺
構
に
つ
い
て
は
、

①

東
西
大
溝
が
推
定
五
条
条
間
北
小
路
に
位
置
す
る
。

②

建
物
1
が
推
定
五
条
条
間
北
小
路
の
す
ぐ
北
に
位
置
す
る
。

③

建
物
1
が
南
大
門
と
同
じ
規
模
で
あ
る
。

④

建
物
1
の
下
に
二
期
遺
構
の
柵
列
を
確
認
し
て
お
り
、
建
物
1
中
央
付
近
で
柵
列
が
途
切
れ
る
。

⑤

建
物
1
に
は
東
西
に
築
地
が
取
り
つ
く
可
能
性
が
あ
る
。

⑥

建
物
1
の
南
端
の
東
西
ラ
イ
ン
と
東
西
大
溝
の
間
の
み
溝
1
・
4
・
5
・
7
が
暗
渠
と
な
る
。

と
い
う
点
か
ら
、
東
西
大
溝
1
は
推
定
五
条
条
間
北
小
路
南
側
溝
、
建
物
1
は
推
定
五
条
条
間
北
小
路
に
開
く
門
、
東
西
大
溝
1
と
建
物
1

の
間
は
五
条
条
間
北
小
路
と
な
る
た
め
暗
渠
と
な
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
（
奈
良
県
一
九
七
二
）。

し
か
し
、
鈴
木
氏
も
指
摘
す
る
が
（
鈴
木
一
九
七
二
）、
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①

建
物
1
の
中
央
に
は
礎
石
は
な
く
総
柱
と
な
ら
な
い
。

②

建
物
1
の
北
側
は
北
西
に
高
く
な
る
傾
斜
地
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
中
心
建
物
を
設
置
す
る
に
は
平
坦
面
が
少
な
い
。

③

建
物
1
を
門
と
し
た
場
合
、
門
が
位
置
す
る
右
京
五
条
二
坊
九
坪
の
北
側
は
四
条
大
路
が
あ
り
、
門
よ
り
北
に
宅
地
が
一
坪
分
し
か

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
門
と
し
て
は
規
模
が
大
き
い
。

④

平
城
京
内
の
他
の
調
査
成
果
な
ど
か
ら
、
東
西
大
溝
1
は
推
定
五
条
条
間
北
小
路
の
中
心
に
位
置
す
る
（
唐
招
提
寺
二
〇
一
七
）。

と
い
う
点
か
ら
建
物
1
を
門
と
す
る
こ
と
に
疑
問
が
残
る
。

近
年
、
古
代
官
衙
・
集
落
研
究
会
に
お
い
て
全
国
の
古
代
門
遺
構
の
集
成
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
桁
行
五
間
・
梁
行
二
間
の
礎
石
建
物
で

版
築
基
壇
を
持
つ
門
は
、
同
時
期
の
平
城
京
内
の
貴
族
邸
（
長
屋
王
邸
な
ど
）
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
な
い
（
奈
文
研
二
〇
一
〇
）。
ま
た
、

宮
殿
や
寺
院
で
確
認
さ
れ
て
い
る
門
は
、
桁
行
五
間
・
梁
行
二
間
の
も
の
は
多
い
が
、
総
柱
で
な
い
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
建
物
1
が
門
で
あ
る
可
能
性
は
低
く
、
他
の
遺
構
も
条
坊
関
連
遺
構
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
し
、
建
物
1
が
門
で

な
い
と
し
て
も
、
桁
行
五
間
・
梁
行
二
間
の
版
築
基
壇
礎
石
建
物
が
宮
殿
・
寺
院
・
官
衙
な
ど
の
公
的
施
設
以
外
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
少

な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
建
物
1
は
仏
堂
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

唐
招
提
寺
創
建
以
前
の
新
田
部
親
王
邸
に
お
い
て
仏
教
に
関
連
し
た
施
設
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る(4)。
天
平
十
五
年

（
七
四
三
）
銘
の
木
簡
と
と
も
に
二
期
溝
埋
土
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
は
、
表
「
□
□
諸
僧
、」
裏
「
長
善
長
冝
」
と
僧
侶
に
つ
い
て
の
記
載

が
あ
っ
た
。
ま
た
、『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
は
、「
初
大
和
上
受
中
納
言
従
三
位
氷
上
真
人
之
請
、
詣
宅
竊
甞
其
土
、
知
可
立
寺
、
仍
語
弟

子
僧
法
智
、
此
福
地
也
、
可
立
伽
藍
、
今
遂
成
寺
」
と
あ
り
、
こ
の
内
容
が
新
田
部
親
王
邸
に
寺
院
と
す
る
た
め
の
施
設
が
整
っ
て
い
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
氷
上
真
人
塩
焼
が
従
三
位
と
な
る
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
頃
に
は
、
新
田
部
親
王
邸
の
一
部
に
仏

教
に
関
係
す
る
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
等
は
、
鑑
真
和
上
に
土
地
を
下
賜
す
る
か
ら
に
は
、
最

低
限
寺
院
と
し
て
機
能
す
る
程
度
の
施
設
が
す
で
に
新
田
部
親
王
邸
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

三
期
遺
構
は
、
講
堂
・
東
室
・
西
室
が
造
営
さ
れ
る
前
ま
で
に
は
埋
没
し
て
い
る
。
但
し
、
Ｓ
Ｄ
11
出
土
墨
書
土
器
「
招
提
寺
」
の
存
在
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か
ら
、「
唐
律
招
提
」
か
ら
「
唐
招
提
寺
」
へ
名
称
が
変
更
し
た
後
ま
で
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
建
物
1
は
、
唐
招
提
寺

創
建
後
も
一
定
期
間
機
能
し
て
い
た
建
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
講
堂
が
建
物
1
の
基
壇
を
継
ぎ
足
し
拡
張
す
る
と
い
う
形
で
造
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
東
朝
集
殿
を

移
建
す
る
際
に
、
わ
ざ
わ
ざ
建
物
1
の
基
壇
を
拡
張
し
て
同
じ
場
所
に
講
堂
を
造
営
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
建
物
1
が
唐
招

提
寺
創
建
時
か
ら
講
堂
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
建
物
1
は
東
朝
集
殿
が
移
建
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
唐
招
提
寺
に
お
い
て
前
身
講
堂
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性

を
指
摘
し
た
い
。
前
身
講
堂
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
唐
招
提
寺
の
伽
藍
の
中
軸
線
は
建
物
1
の
中
軸
線
を
基
本
軸
に
し
て
整

備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
と
め

本
稿
で
は
、
講
堂
等
の
下
層
で
確
認
さ
れ
た
三
期
遺
構
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
三
期
遺
構
は
、
新
田
部
親
王
邸
期
か
ら
唐
招
提
寺
創

建
期
ま
で
を
含
ん
で
お
り
、
ま
た
、「
唐
律
招
提
」
か
ら
「
唐
招
提
寺
」
に
寺
名
が
変
わ
っ
た
後
も
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
木
簡

や
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
記
事
か
ら
、
新
田
部
親
王
邸
段
階
に
す
で
に
仏
教
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
創
建
期
は
そ
れ

を
利
用
し
な
が
ら
伽
藍
整
備
を
進
め
て
い
っ
た
。
特
に
戒
律
を
伝
え
る
た
め
の
講
義
を
お
こ
な
う
講
堂
は
当
初
か
ら
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、

東
朝
集
殿
が
移
建
さ
れ
る
ま
で
建
物
1
を
前
身
講
堂
と
し
て
利
用
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
伽
藍
整
備
期
間
中
も
前
身
講
堂
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
基
準
軸
に
唐
招
提
寺
の
伽
藍
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
期
遺
構
の
存
続
年
代
の
下
限
は
、
講
堂
の
移
建
年
代
を
い
つ
に
す
る
か
で
変
動
す
る
。
講
堂
の
創
建
年
代
は
、
大
き
く
文
献
史
料

（『
唐
大
和
上
東
征
伝
』『
延
暦
僧
録
』『
続
日
本
紀
』
等
）
か
ら
は
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
以
前
、
考
古
資
料
（
唐
招
提
寺
講
堂
・
平
城
宮
東
朝
集

殿
の
発
掘
調
査
成
果
）
か
ら
は
天
平
宝
字
七
年
以
降
と
す
る
考
え
が
あ
り
、
未
だ
確
定
し
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
筆
者
は
考
古
学
の
立
場
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か
ら
、
東
朝
集
殿
の
移
建
は
天
平
宝
字
七
年
以
降
と
な
る
可
能
性
を
考
え
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

註(1
)
本
来
、
東
室
は
東
僧
房
、
西
室
は
西
僧
房
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
東
室
・
西
室
と
記
載
す
る
。

(2
)
南
都
七
大
寺
式
Ⅰ

Ｂ
1
式
鬼
瓦
は
、
東
大
寺
西
塔
（
天
平
勝
宝
四
年
〈
七
五
二
〉）、
講
堂
（
天
平
勝
宝
八
歳
〈
七
五
六
〉
以
降
）
で
も
使
用
さ
れ
て

い
た
。

(3
)
天
平
宝
字
四
〜
六
年
（
七
六
〇
〜
七
六
二
）
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
唐
招
提
寺
用
度
帳
』
に
は
、「
大
衆
西
殿
」
と
あ
り
、
こ

れ
に
関
係
す
る
か
（
松
田
一
九
九
三
）。

(4
)
新
田
部
親
王
は
天
平
七
年
（
七
三
五
）
に
亡
く
な
る
が
、
便
宜
上
、
新
田
部
親
王
邸
と
す
る
。

参
考
・
引
用
文
献
（
論
文
）

大
岡
實

一
九
六
六
『
南
都
七
大
寺
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
。

川
瀬
由
照

二
〇
〇
八
「
唐
招
提
寺
の
造
営
と
智
努
王
」、『
村
重
寧
先
生

星
山
晋
也
先
生
古
希
記
念
論
集

日
本
美
術
史
の
杜
』
村
重
寧
先
生

星
山
晋
也

先
生
古
希
記
念
論
集
編
集
委
員
会
。

工
藤
圭
章

一
九
七
四
「
唐
招
提
寺
の
創
建
と
伽
藍
計
画
」、『
奈
良
の
寺
18

唐
招
提
寺

金
堂
と
講
堂
』
岩
波
書
店
。

久
野
健

一
九
七
八
「
唐
招
提
寺
と
安
如
宝
」、『
古
代
史
論
叢
』
中
巻
、
吉
川
弘
文
館
。

沢
村
仁

一
九
六
七
「
唐
招
提
寺
講
堂
」、『
佛
教
藝
術
』
第
六
四
号
、
毎
日
新
聞
社
。

鈴
木
嘉
吉

一
九
七
二
「
補
遺

講
堂
」、『
六
大
寺
大
観
』
第
十
三
巻

唐
招
提
寺
二
、
岩
波
書
店
。

東
野
治
之

二
〇
〇
五
「
初
期
の
唐
招
提
寺
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」、『
佛
教
藝
術
』
第
二
八
一
号
、
毎
日
新
聞
社
。

東
野
治
之

二
〇
一
一
「
鑑
真
と
唐
招
提
寺
」、『
戒
律
文
化
』
第
八
号
、
戒
律
文
化
研
究
会
。

内
藤
榮

二
〇
〇
〇
「
創
建
唐
招
提
寺
の
造
営
経
過
」、『
藝
叢
』
第
三
巻
。

松
田
誠
一
郎

一
九
九
三
「「
唐
招
提
寺
用
度
帳
」
に
つ
い
て
」、『
研
究
紀
要
』
三
七
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
。

山
崎
信
二

二
〇
〇
三
「
七

唐
招
提
寺

5

創
建
の
時
期
に
つ
い
て
」、『
奈
良
の
寺

世
界
遺
産
を
歩
く

』
岩
波
新
書
。

渡
辺
晃
宏

二
〇
一
〇
『
平
城
京
一
三
〇
〇
年
「
全
検
証
」
奈
良
の
都
を
木
簡
か
ら
よ
み
解
く
』
柏
書
房
。
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参
考
・
引
用
文
献
（
報
告
書
）

唐
招
提
寺
・
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
（
二
〇
一
七
）『
史
跡
唐
招
提
寺
旧
境
内

緊
急
防
災
施
設
改
修
事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書

』
唐
招

提
寺
。

奈
良
県
教
育
委
員
会
・
㈶
建
築
研
究
協
会
編
（
一
九
九
五
）『
唐
招
提
寺
防
災
施
設
・
発
掘
調
査
報
告
書
』
唐
招
提
寺
。

奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所
編
（
一
九
七
二
）『
国
宝
唐
招
提
寺
講
堂
他
二
棟
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会
。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
（
一
九
六
九
）「
2

第
四
八
次
発
掘
調
査

第
2
次
朝
堂
院
東
朝
集
殿
地
域
」、『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
六
九
』。

奈
良
文
化
財
研
究
所
編
（
二
〇
一
〇
）『
官
衙
と
門
』
古
代
官
衙
・
集
落
研
究
会
報
告
書
第
四
冊
。
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